
〇食育について（農林水産部環境農業推進課）※調査時、安全農業推進課

・農林水産物や食品購入時における千葉県産の意識の有無

・有機農業により生産される農産物の購入頻度
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・生産から消費のプロセスを知ることや、地域の食を知
ることにより、農林水産業の役割を理解し、県の農林
水産業や生産者を応援する県民が増えるよう、リーフ
レット等による情報発信により、千葉県産農林水産物
の認知度向上を図った。

・旬の県産食材を取り入れたバランスの良い食生活につ
いて、引き続き情報発信を行っていく。

・有機農業により生産される農産物の購入頻度が高い人
が少ないことが分かったことから、購入を呼びかける
ポスターを作成した。

・第４次千葉県食育推進計画における指標の現状値とし
て、進捗管理や施策推進の検討に活用した。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

１

(n=1,595)

10.7 42.6 36.4 10.0 

0.3 

(%)

意識して選んでいることが

時々ある あまり意識して選ぶことはない

いつも意識して選んでいる

無回答

53.4

産地を意識することはない

(n=1,595)

21.8 17.9 7.5 9.3 43.3 

0.3 

(%)

年に

１回程度

月に１回程度 全く購入しない

週に１回程度

またはそれ以上 無回答

39.7

わからない

16.7(41.0) (39.1)
(16.8)

注）（ ）書きは、平成30年度の調査結果を示している。



〇消費生活について（環境生活部くらし安全推進課）

・消費者トラブルにあった際の「安心して相談できるところ」
の有無

・消費者トラブルにあった際の「いつでも相談できる人」
の有無
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・県民に身近な相談窓口となるように、消費生活相談窓
口について、県民だよりや県広報X等を通じて広報を
行った。

・令和５年度には消費生活相談窓口を周知する啓発品や
チラシを作成し、市町村等を通じて広報を行った。

・消費生活相談の充実を図るため、県消費者センターに
おいて、電子メールによる相談の受付を開始すると
ともに、消費者トラブルに関する若者向け映像教材を
作成した。

・悪質商法による被害の未然防止のため、消費者に注意
を呼びかける広報啓発や消費生活相談員に対する研修
を実施した。

・第４次千葉県消費生活基本計画における指標の現状値
として活用した。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

２

(n=1,595)

57.5 41.8 

0.7 

(%)

ないと思うあると思う 無回答

(56.8) (41.2)

(n=1,595)

57.5 41.8 

0.7 

(%)

ないと思うあると思う 無回答

(56.8) (41.2)
注）（ ）書きは、令和元年度の調査結果を示している。

(n=1,595)

57.5 41.8 

 0.7
(2.0) 

(%)

ないと思うあると思う 無回答

(56.8) (41.2)

(n=1,595)

73.4 26.3 

 0.3
(1.1) 

(%)

いないと思ういると思う 無回答

(76.7) (22.1)



〇県民の治安に対する意識と警察に求めることに
ついて（警察本部）

・自身や身近な人が巻き込まれる危険性に不安を感じる犯罪

・警察に力を入れて取り締まってほしい犯罪
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・令和５年６月から８月を「電話ｄｅ詐欺緊急対策期
  間」に設定し、署ごとに管内情勢に応じた検挙活動を
  推進した。

・「電話ｄｅ詐欺・悪質商法コールセンター事業」によ
る注意喚起や個別訪問等による固定電話機対策の推進、
金融機関やコンビニエンスストアにおける水際対策の
推進、自治体や関係機関と連携した広報啓発活動の推
進など、各種犯罪抑止対策を強化した。

・飲酒運転やひき逃げなどの悪質・危険な交通法令違反
  に対して、引き続き、厳正かつ積極的な取締りを実施
  し、交通社会から悪質・危険な運転者の排除に努めた。

・市原刑務所の協力を得て作成した、飲酒運転受刑者の
手記や動画を活用し、飲酒運転根絶に向けた広報啓発
活動を行ったほか、事業所に対する安全運転管理者制
度の周知などに係る各種事故防止対策を推進した。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

３

（n=1,595）

飲酒運転、ひき逃げ、妨害運転（あおり

運転）などの悪質・危険な交通法令違反

電話ｄｅ詐欺や悪質商法などの詐欺

子どもに対するいたずらや誘拐などの

犯罪

暴行、傷害、ひったくり、路上強盗など

の街頭における犯罪

インターネットを利用した犯罪

（サイバーテロを含む）

自転車・自動車盗などの乗り物を盗む

犯罪や車内から物を盗む犯罪

殺人、強盗、誘拐などの凶悪な犯罪

家や会社などに侵入して金品を盗む犯罪

痴漢、強制性交等などの性的犯罪

危険ドラッグ・麻薬・覚醒剤の使用など

の薬物犯罪や薬物使用に起因する犯罪

外国人や暴力団などの組織を背景に

行われる犯罪

非行少年、暴走族などによる犯罪

ＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）・

ストーカー行為

国際テロ組織による大規模なテロ犯罪

や過激派集団によるゲリラ行為

歓楽街における客引きや違法風俗営業

などの犯罪

その他

特にない

無回答

71.3 (64.0)

58.3 (59.8)

48.2 (42.6)

44.3 (44.2)

44.0 (38.1)

42.9 (33.9)

40.9 (44.9)

40.8 (43.4)

30.6 (30.7)

28.3 (25.7)

27.5 (25.4)

27.0 (23.0)

21.5 (20.5)

17.8 (13.9)

14.9 (12.4)

4.1 (2.7)

2.1 (2.0)

0.8 (0.4)

0 20 40 60 80 （%）

（n=1,595）

電話ｄｅ詐欺※や悪質商法などの詐欺

飲酒運転、ひき逃げ、妨害運転（あおり

運転）などの悪質・危険な交通法令違反

インターネットを利用した犯罪

（サイバーテロを含む）

自転車・自動車盗などの乗り物を盗む

犯罪や車内から物を盗む犯罪

家や会社などに侵入して金品を盗む犯罪

暴行、傷害、ひったくり、路上強盗など

の街頭における犯罪

子どもに対するいたずらや誘拐などの

犯罪

痴漢、強制性交等などの性的犯罪

殺人、強盗、誘拐などの凶悪な犯罪

外国人や暴力団などの組織を背景に

行われる犯罪

非行少年、暴走族などによる犯罪

危険ドラッグ・麻薬・覚醒剤の使用など

の薬物犯罪や薬物使用に起因する犯罪

ＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）・

ストーカー行為

歓楽街における客引きや違法風俗営業

などの犯罪

国際テロ組織による大規模なテロ犯罪や

過激派集団によるゲリラ行為

その他

特にない

無回答

69.4 (67.5)

63.3 (54.1)

54.3 (42.0)

50.7 (37.3)

39.0 (39.2)

36.9 (35.8)

34.2 (27.8)

21.2 (17.0)

19.8 (22.0)

16.1 (13.3)

15.1 (11.7)

13.1 (10.5)

10.8 (8.6)

9.3 (5.3)

7.5 (4.3)

2.8 (1.2)

6.1 (5.2)

0.4 (1.1)

0 20 40 60 80（%）

注）（ ）書きは、令和２年度の調査結果を示している。

＜上位3項目を抜粋＞

＜上位3項目を抜粋＞

※「電話de詐欺」とは、還付金詐欺、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺など

特殊詐欺を総称した千葉県独自の広報用名称です。



〇心肺蘇生法等について（健康福祉部医療整備課）

・AEDを使用できるか

・AEDを使用できないと思う理由
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・本項目の結果により、県民の心肺蘇生法等に対する意
識を把握することができた。

・AEDを使用できない理由は、「使用方法がわからない
（忘れた）」が最も多いことが分かった。

・この結果を受け、新型コロナウイルスの影響で実施す
ることのできなかった普及啓発活動について、民間事
業者の視点も入れる等、より一層強化することとした。

・千葉県ＡＥＤ等普及促進計画中間見直しにおいて、計
画改定時に設定した目標の現状を、本項目の結果から

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

４

(n=1,595)

32.7 65.7 

 1.6
(2.5) 

(%)

できないできる 無回答

(37.7) (59.8)

注）（ ）書きは、令和元年度の調査結果を示している。

（n=1,048）

使用方法がわからない

（忘れた）

ＡＥＤを使用するべき状態か

どうかわからない

救急隊を待った方が良いと思う

責任を問われたくない

服を脱がすことに抵抗がある

周りの目が気になる

その他

無回答

69.0 (59.0)

53.6 (54.2)

23.6 (25.2)

20.3 (16.5)

14.7 (10.0)

6.9 (5.4)

4.2 (3.3)

1.3 (12.3)

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

得られたデータを基に評価した。



〇障害者施策について

・「ヘルプマーク」の認知状況

・「ヘルプマーク」等の普及・啓発のために
県が取り組むべきこと
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・ヘルプマークを見たことや聞いたことがある人は７割
を超えているが、意味も含めて知っている人は４割台
半ばに留まっていることが分かった。

・約６割が「取り組むべき」と回答したチラシやポス
ターによる周知啓発を行った。テレビ・ラジオによる
広報についても検討している。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

５

(n=1,595)

44.8 27.6 26.3 

1.3 

(%)

見たことや聞いたことはあるが、意味は知らない

意味も含めて知っている 無回答

72.4

見たことも聞いたこともない

（n=1,595）

テレビ・ラジオによる広報

チラシやポスターによる広報

インターネット（Ｔｗｉｔｔｅｒ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩＮＥなどの

ＳＮＳを含む）を通じた広報

県の広報紙による広報

イベントでの広報

その他

無回答

60.9 

58.9 

43.3 

37.7 

25.7 

4.1 

1.6 

0 10 20 30 40 50 60 70（%）

＜上位3項目を抜粋＞

＜参考＞ 千葉県ホームページ
「ストラップ型ヘルプマークの配布について」

※ヘルプマークは援助が必要な方のためのマークです。
内部障害のある方や難病の方など、外見からは
分からなくても支援や配慮を必要としている方が、
周囲の方に知らせることができます。

（健康福祉部障害者福祉推進課）

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/rikaisokushin/helpmark.html


〇テレワークで働く環境について

・テレワークで働く場合の課題
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・県民のテレワークに関する意識を把握し、中小企業の
テレワーク導入を支援するための専門家派遣やセミ
ナーを開催するとともに、ポータルサイトを活用した
情報発信などを実施した。

・こうした施策の実施に当たっては、課題として回答の
多かったコミュニケーションや労務管理のポイントを
セミナーで紹介するなど、課題解決のヒントとなる情
報の提供に取り組んでいる。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

６

（n=1,595）

社員間のコミュニケーションが

とりにくい

業務管理、時間管理が難しい

仕事に集中できない

電気代などの出費が増える

通信環境、椅子、机など、

テレワークに適した環境がない

情報漏洩が心配である

家族の理解が得られない

その他

無回答

63.5 

42.0 

34.3 

29.0 

27.4 

25.6 

4.4 

3.9 

5.2 

0 20 40 60 80（%）

＜参考＞
千葉県ホームページ

「多様な働き方推進事業」
※旧「ちばの「新しい働き方」推進事業」

千葉県働き方改革ポータルサイト

（商工労働部雇用労働課）

https://chiba-hatarakikata.com/
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/


〇県立美術館について（環境生活部文化振興課）

・県立美術館の利用経験

・この１年間の来館回数

・これからの県立美術館に期待すること
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・利用率、来館率が低く、県民に親しんでもらえていな
い現状を改善するため、令和５年度末に「千葉県立美
術館活性化基本構想」を策定し、より魅力的な美術館
として生まれ変わるための今後の活動方針を定めた。

・地元企業と連携した展覧会や、千葉みなと地域の回遊
型展覧会の開催等、県民により魅力を感じてもらえる
よう新たな取組に着手している。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

７

(n=1,595)

33.2 65.3 

1.5 

(%)

利用したことがない利用したことがある 無回答

(n=529)

56.5 28.2 9.5 5.3 

0.6 

(%)

１回 ２回０回 無回答

42.9

３回以上

（n=1,595）

魅力的な展覧会を開催すること

県民に娯楽や憩いの場を提供

すること

魅力的な講座やワークショップ

を実施すること

観光客の集客などを行い、地域

を活性化すること

県民の生涯学習の役に立つこと

県の学校教育を支援すること

県内の美術資料を収集、調査・

研究すること

その他

無回答

64.4 

29.8 

23.8 

23.3 

23.0 

22.9 

12.6 

3.6 

6.8 

0 10 20 30 40 50 60 70（%）

＜参考＞千葉県ホームページ
「千葉県立美術館活性化基本構想」

＜上位3項目を抜粋＞

(n=1,595)

33.2 65.3 

1.5 

(%)

利用したことがない利用したことがある 無回答

m.tkd67
スタンプ



〇多文化共生社会の推進について（総合企画部国際課）

・「多文化共生」の認知状況

・外国人住民とお互いの理解を深めるためにしてみたいこと

・お互いの理解を深めるために外国人住民に期待すること
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・「多文化共生」という言葉の認知度を高め、外国人に
対する理解が深まるよう、セミナーにおいて講師と外
国出身の方々によるパネルディスカッションを実施し
たほか、県民だより令和５年１１月号では、国際化特
集を組んで、県の多文化共生の取組を紹介した。

・災害時に外国人に情報伝達の支援を行う人材を育成す
るため、「災害時外国人サポーター養成講座」を２回
開催した。
また、外国人の日本語学習を支援する人材育成のため

   の講座も４コース開催した。

・日本人と外国人とが共に安心して暮らしていくため、
外国人が地域で生活者としての日本語を学べるよう、
６市町に日本語学習環境を整備する事業に対し補助を
行った。
さらに、外国人に日本の制度や生活ルールを知っても
らうため、生活ガイドブックを１１言語で作成し、県
のHPで周知している。

・国籍や文化的背景にかかわらず、誰もがその人らしく
活躍できる社会の実現を目指し、今後も県民の意識啓
発に取り組んでいく。

令和４年度 第６４回県政に関する世論調査の主な活用状況

調査結果 主な活用状況（令和5年5月公表） （令和6年5月時点）

～皆さまの回答は各種施策や計画の資料として活用されます～

８

(n=1,595)

31.1 29.2 38.3 

1.4 

(%)

言葉を聞いたことはあるが、

意味はよく知らない
言葉を聞いたことがあり、

意味もだいたい知っている 無回答言葉を聞いたことがない

60.3

（n=1,595）

困っている様子があれば

助けること

外国の言葉や文化、

習慣を学ぶこと

日本語や日本の文化、

生活習慣を教えること

地域や学校、職場など日常生活

の中で交流を深めること

地域の自治会やサークル活動

などへの参加を呼びかけること

その他

特にしたいことはない

無回答

51.0 

43.6 

29.0 

27.2 

12.0 

0.8 

16.6 

1.6 

0 10 20 30 40 50 60（%）

（n=1,595）

日本語や日本の文化、生活習慣

を理解して暮らすこと

困っていることがあれば自ら

周りに声をかけること

自国の文化や習慣の違いに

ついて日本人住民に伝えること

地域の自治会やサークル活動

などへ参加すること

生活の中で感じたことを提案や

発言すること

その他

特にできることはない

無回答

67.5 

45.3 

36.4 

17.5 

15.6 

0.8 

9.5 

2.5 

0 10 20 30 40 50 60 70（%）

＜上位3項目を抜粋＞

＜上位3項目を抜粋＞


